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家庭用コージェネレーションシステムの運転音の対応について(お願い) 

 

 

 標記につきましては、去る平成２９年１２月２６日に経産省より同システムから生

じる運転音による不眠等の症状発生に関する消費者安全調査委員会からの意見を踏

まえ、所要の対策を講じるよう要請を受け、正会員各位に周知しておりました。 

 

 この度、同省より、上記対策にともない別添の販売事業者等における同システムの

運転音に関する申し出の対応フロー(例)を作成したことから、早急に周知するよう依

頼がありました。 

 

 つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また直接会員におかれ

ましては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

 

以 上 

発信手段：メール 

事業推進部：瀬谷 

 

 



販売事業者等における家庭用コージェネレーションシステムの
運転音に関する申し出の対応フロー（例）

確認、対策提案のフローお申し出者

故障ナシ

修理

稼動時間等の設定

運転音軽減措置
（遮音板設置、移設等）

販売事業者等による機器の点検

• 運転音軽減策が取れない。効果なし。
• 費用負担について合意できない

• 申し出者、所有者、販売事業者等の間で
交渉（裁判等に至る場合あり）

確認、対策提案

解決

自宅の機器隣家の機器

隣家（所有者）との相談

機器の所有者から販売事業者等に申し出

解決

YES

納得せず

NO 

YES

NO丁寧な説明
（音圧レベル等）

NO (故障ｼﾃｲﾙ)

販売事業者等によるヒアリング
対象機器の確認

家庭ＣＧＳでない

納得せず

納得せず

納得

納得

納得

所有者から販売者に

連絡するよう依頼※

※ 設置者の方からの申し出がないと
点検等が出来ない為

NO

※ 販売事業者等とは、都市ガス会社のほか、機器メーカーや

ハウスメーカー、ＬＰＧ特約店などを含みます。

取扱注意


